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なぜ食の安全は脅かされる
ようになったのか？

食の工場生産化・大量流通化

大規模工場で製造する加工食品の増加

ファミリーレストラン・ファーストフードといった調理しないレストラン

の増加

加速するネット販売

貿易自由化・促進

食品輸入促進が目的

規制緩和による食品添加物の増加

粗雑な輸入食品添加物が増大（不純物が増加）



なぜ食の安全は脅かされる
ようになったのか？
複雑化するフードチェーン

変わる食料安全保障

農薬汚染の拡大と残留基準緩和

食料輸入の増大が招く農薬残留の増加

尿検査で全員から農薬検出

いま問題になっている農薬は、グリホサート、ネオニコチノイド

新たにPFAS農薬が拡大、RNA農薬も登場

農薬なのに食品添加物になっているものも

トランプ政権で新たな圧力が（例、ジャガイモ）



なぜ食の安全は脅かされる
ようになったのか？
遺伝子組み換え食品に続きゲノム編集食品が登場

安全性に不安な食品が次々と食卓へ

ゲノム編集食品ではトマトに次いで、マダイ、フグ、ヒラメも

表示もされず選択できない

フードテックの登場

昆虫食、細胞培養肉、微生物蛋白

ゲノム編集昆虫、iPS細胞を用いた細胞培養肉、微生物の蛋白質



食品添加物とは？
食品衛生法(1947年)第4条第2項による定義

「食品の製造の過程において又は加工若しくは保存の目的で、食品に添加、

混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう」



食品添加物は安全か？
動物実験のデータに安全係数をかけて承認している

10分の１×10分の1＝100分の1

安全かどうかは基本的に分からない

動物での評価の限界（人間とは違う）

多種類の添加物を毎食摂取することで、総量は大きい

相加・相乗効果による心や体への影響

予防原則が必要



食品添加物の現状
１、その需要は約326万トンに達する（食品添加物と同じ働きをす

る食材を含めて、以下同様）

国民一人当たり約27キログラム、

1日あたり74グラム、一生（80年）では２トン強

２、甘味料が約60%を占めて、ダントツに多い

その約60％を異性化糖が占めている

３、調味料が約11％で、甘味料と合わせて71％に達する

味にかかわる添加物が多い



食品添加物の現状
４、2番目に多いのが品質改良剤で約14％に達する

その半分以上を加工でん粉が占めている

５、利益を上げているのは香料である

香料の需要はわずか1.39%なのに対して、

売り上げは4位の11.98％

６、調味料では分解系とエキス系が増えている

蛋白加水分解物、酵母エキスなどが増えている

（分解や抽出に塩酸を用いるものも）



食品添加物の展開
第1は、「国際汎用添加物」という名で、次々と承認

指定添加物の承認数は476品目(2024年3月1日）（2005年361品目)

既存添加物は357品目（2024年3月1日）

指定＋既存添加物(計833品目)

国内承認制度の緩和

貿易の促進優先

第2は、輸入食品添加物の増大、特に中国産

ビタミンに国産なし

第3は、海外産は製造方法が不明、ブラックボックス化

増える違法な遺伝子組み換え食品添加物(例、ビタミンC)



食品添加物の展開
第4は、輸入食品添加物には不純物が多く、輸入の際に、

チェックも規制もない

不純物に規制なし・監視なし

有機塩素系食品添加物(スクラロース、

赤色104(サクランボ)、105号)

第5は、多くの場合、添加物同士が混ぜ合わされ、納品されている

食品添加物の混合化進む

ビタミンCと安息香酸Naで発癌物質のベンゼンができる





食品添加物の展開
第6は、表示が簡略化

一括表示と簡略表示で読み取れないものが多い

物質名表示でないため誤解を与える

イーストフード、加工でん粉、カラメル色素、ビタミンCなど

第7は、表示しなくてよい添加物がある

キャリーオーバーと加工助剤

第８は、表示制度が改正され、「無添加」「不使用」表示が使えなくなり、

消費者の知る権利が奪われている



食品添加物の展開
第９は、遺伝子組み換え食品添加物が増えている

遺伝子組み換え作物から作られる添加物

カラメル色素、トレハロース、乳化剤のレシチン、ビタミンE

遺伝子組換え微生物に生産させる添加物

アスパルテーム、イノシン酸、グアニル酸、ビタミンC 、

各種アミノ酸





食品表示から食品添加物を見る
どのような添加物か、表示では分からない

国産か輸入か分からない(現在は大半が輸入)

輸入添加物に関しては製造方法を知るすべもない

(相手国任せ)

不純物に関しては規制も監視もない

原材料と添加物のどちらか分かり難いものが増えた

例、加工でん粉、蛋白加水分解物



食品表示から食品添加物を見る
一括表示からは読み取れない具体的な物質

イーストフード、ガムベース、かんすい、酵素、光沢剤、酸味料、

調味料、豆腐用凝固剤、苦味料、乳化剤、pH調整剤、膨張剤、

軟化剤、香料

簡略名表示が多い

VC、VE、OPPなど



食品表示から食品添加物を見る
警告表示がほとんどない

多動症の原因として、EUが警告表示求める食品添加物

赤色40号、102号、黄色4号、5号

（米国では赤色３号が禁止に）

カリフォルニア州では日本製ポテトチップは発がん性で警告表示









イーストフード
塩化アンモニウム、塩化マグネシウム、グルコン酸カリウム

グルコン酸ナトリウム、酸化カルシウム、焼成カルシウム、

炭酸アンモニウム、炭酸カリウム(無水)、炭酸カルシウム、

硫酸アンモニウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム、

リン酸三カルシウム、リン酸水素二アンモニウム、

リン酸二水素アンモニウム、リン酸一水素カルシウム、

リン酸一水素マグネシウム、リン酸二水素カルシウム



加工でんぷん
アセチル化アジピン酸架橋デンプン、アセチル化リン酸架橋デンプン、

アセチル化酸化デンプン、オクテニルコハク酸デンプンナトリウム、

酢酸デンプン、酸化デンプン、リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン、

リン酸化デンプン、リン酸架橋デンプン、デンプングルコール酸ナトリウム

EUが乳幼児用のミルクやベビーフードなどに用いることを禁止

ヒドロキシプロピルデンプン、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン



キャラメル色素

①カラメルⅠは糖類をのみを加熱して作る昔ながらの製法

②カラメルⅡは糖類に亜硫酸を加えて加熱

日本では使用が禁止されている

③カラメルⅢは糖類にアンモニウム化合物（THI）を加えて加熱

④カラメルⅣは糖類に亜硫酸とアンモニウム化合物（THI）を加えて

加熱

日本では③と④が大半で、いずれも発がん性が疑われている



避けたほうがよい食品添加物

発色剤・亜硝酸ナトリウム(ハム・ソーセージ・明太子など)

増粘多糖類・カラギナン（不純物に発がん性）

甘味料・アスパルテーム（ネオテーム、アドバンテーム）、

スクラロース、アセスルファムK

(アスパルテームは発がん性、スクラロースは不純物に

発がん性、すべて難消化性でカロリーゼロ、そのため

腎臓に影響。また脳は反応してインシュリンを分泌し

糖尿病になりやすい)

甘味料・ステビア





避けた方がよい食品添加物
保存料・ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、(BHA、安息香酸Na)

抗生物質・ナイシンとナタマイシン(保存目的)



栄養ドリンク



栄養ドリンク
オロナミンＣドリンク 清涼飲料

眠眠打破 清涼飲料

リポビタンＡ 医薬部外品 安息香酸Na

アリナミンゼロ 医薬部外品 安息香酸Na

ユンケル皇帝液 医薬品 安息香酸Na＋パラベン

ビタラッシュ内服液 医薬品 安息香酸Na



避けたほうがよい食品添加物

タール系色素(赤色、黄色、青色、緑色)

現在使われているのは赤色2号、3号、40号、102号、104号、

105号、106号、黄色4号、5号、青色1号、2号、緑色3号

の12種類

米国では赤色3号が禁止に

EUでは食品添加物と多動症の関係で警告表示求めている

赤色40号、102号、黄色4号、5号

カラメル色素(Ⅲ、Ⅳ型)、コチニール色素、

カロチノイド色素(カンタキサンチンが目の網膜に影響)



避けたほうがよい食品添加物
食品添加物では防かび剤とされているが、農薬そのもの

ジフェニル(ビフェニル)(1971年)、

OPP(オルトフェニルフェノール)(1977年)、

TBZ(チアベンダゾール)(1978年)、

イマザリル(1992年)、

フルジオキソニル(2011年)、

アゾキシストロビン(2013年)、

ピリメタニル(2013年)、

プロピコナゾール(2018年)、

主に米国からの輸入かんきつ類に用いられている、リンゴやジャガ

イモにも



避けたほうがよい食品添加物
臭素酸カリウム

(小麦粉改良剤、現在使用しているのは山崎製パンのみ)

加工でん粉の一部



可能な限り少ない方がよい食品添加物
アルミ化合物(硫酸アルミニウムカリウム、硫酸アルミニウムアンモニ
ウム)

カルシウムの流失を加速 pH調整剤・リン酸塩(Na)・ビタミンE

人工的な味覚 調味料(アミノ酸等)、グリシンなど各種アミノ酸





合成着色料・合成保存料は使用していな
いのが売り物のサンドイッチ

パン、トマト、タマゴサラダ、ツナサラダ、ハム、レタス、辛
子、マーガリン、マヨネーズ、キュウリ、コーン、枝豆、乳
化剤、増粘多糖類、調味料（アミノ酸等）、グリシン、酢酸
Na、リン酸塩(Na)、酸味料、pH調整剤、着色料(ウコン、
カロチノイド、コチニール)、香料、イーストフード、VC、酸
化防止剤(VC、VE)、発色剤（亜硝酸ナトリウム）、香辛料
抽出物、VA、（原料の一部に乳成分、大豆、豚肉、ゼラ
チン、リンゴを含む）



食品表示・種苗表示
改悪される食品表示

原料原産地表示

製造地表示（輸入小麦でも国内製造）

食品添加物表示

無添加・不使用表示の規制へ

合成・人工・化学の文字使用が禁止

遺伝子組み換え表示

不使用表示を奪う混入率０％の設定

ゲノム編集食品には表示がない

消費者の選択権がない



子どもにとって(家族にとって)大事
なこと
表示を確認する(わかる範囲で)

基準の明確な生協の食品を選ぶ

市販の食品では自然の色が大事、きれいな色にだまされない

人工的な味やうま味ではなく、素材そのものの味を

外食は少なく、素材から調理、手作りを増やす



有り難うございました

食の安全を守り、生物多様性を守り、

未来の世代を守るため、

1日3回も、世の中を変えるチャンスがあります！


